
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が 

義務となります 
 

   改正された「障害者の雇用の促進等に関する法律」が、平成２８年４月１日から施行され、

雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となります。 

 

【１．雇用の分野での障害者差別を禁止】 

募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であるこ

とを理由とする差別を禁止します。 

【２．合理的配慮の提供義務】 

事業主は、合理的配慮として、例えば以下の措置を提供していただく必要があります。 

〈募集・採用時〉 

視覚障害がある方に対し点字や音声などで採用試験を行う、聴覚や言語障害の 

ある方に対し筆談などで面接を行う など 

   〈採用後〉 

肢体不自由がある方に対し机の高さを調節する、知的障害がある方に対し図など 

を活用した分かりやすい業務マニュアルを作成する、出退勤時刻・休暇・休憩に

関して通院・体調に配慮する など 

   ※合理的配慮は個々の障害者の状態や職場の状況などに応じて求められるものが異

なり、多様かつ個別性が高いものです。具体的にどのような措置をとるかについて

は、障害者と事業主でよく話し合った上で決めていただく必要があります。 

※事業主はこれらの措置を、過重な負担にならない範囲で提供していただきます。 

【３．相談体制の整備、苦情処理・紛争解決の援助】 

事業主は、相談窓口の設置など、障害者からの相談に適切に対応するために必要な体

制の整備が求められます。また、事業主は障害者からの苦情を自主的に解決すること

が努力義務とされています。 

   

   ＊詳細については、厚生労働省ホームページ「障害者雇用対策」に関係資料を掲載中です。 

    URL：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/ 

shougaisha_h25/index.html 
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有効求人倍率の推移 

 

 

 

 

 
 H26  H27           

 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 

下 田 1.50 1.64 1.71 1.70 1.61 1.54 1.70 2.02 2.16 2.15 1.73 1.75 1.76 
静 岡 県 1.12 1.14 1.13 1.13 1.12 1.13 1.15 1.16 1.16 1.18 1.19 1.24 1.25 
全 国 1.12 1.14 1.14 1.15 1.15 1.17 1.19 1.19 1.21 1.23 1.24 1.24 1.25 
 

雇用保険関係主要指標 
 平成 27 年 11 月 平成 27 年 10 月 平成 26 年 11 月 対前月比 対前年同月比 
被保険者資格取得者数 143 127 120 +12.6% +19.2% 
被保険者資格喪失者数 105 171 122 ▲ 38.6% ▲ 13.9% 
新規適用事業所数 2 2 2 ±0.0%  ±0.0% 
廃止事業所数 0 5 4 - - 
月末現在適用事業所数 1,125 1,123 1,140 +0.2% ▲ 1.3% 
月末現在被保険者数 10,200 10,160 10,413 +0.4% ▲ 2.0% 
受給資格決定件数 50 63 46 ▲ 20.6% +8.7% 
受給者実人員 198 205 244 ▲ 3.4% ▲ 18.9% 
 
労働市場の概況（学卒除き、パートタイムを含む） 
 
１．求 人 倍 率  

１１月の有効求人倍率は１．７６倍となり、前年同月を０．２６ポイント上回った。 
新規求人倍率は２．４９倍となり、前年同月を０．４０ポイント上回った。 

 
 ２．求 職 の 状 況  

新規求職申込件数は２００人で対前年同月比▲８．３％と２か月連続で減少した。これを一般・パート別に前年同月と比較すると、一般は１０
９人で１４．２％の減少、パートは９１人で増減はなかった。 

月間有効求職者数は８６１人で、対前年同月比８．７％減少した。 
 

 ３．求 人 の 状 況  
新規求人数は４９７人で、対前年同月比＋９．０％と５カ月連続で増加した。これを一般・パート別に前年同月と比較すると、一般は２３８人

で４．８％の減少、パートは２５９人で２５．７％の増加となった。月間有効求人数は１，５１３人で、対前年同月比６．６％増加した。 
新規求人数の対前年同月比を産業別にみると、卸売・小売業が１．８％減少した一方、宿泊業・飲食サービス業が６．３％、医療・福祉業が１．

７％いずれも増加した。 
 

４．就 職 の 状 況  
就職件数は９６件で、対前年同月比▲５．９％と６カ月連続で減少した。就職率は４８．０％で前年同月を１．２ポイント上回った。これを一般・

パート別に前年同月と比較すると、一般の就職件数は４９件で７．５％の減少、就職率は４５．０％で３．３ポイント上回った。また、パートの就
職件数は４７件で４．１％の減少、就職率は５１．６％で２．２ポイント下回った。 

なお、常用就職件数は８７件で対前年同月比７．４％減少した。 
 
 ５．保 険 の 状 況  

雇用保険業務統計の動きからみると、資格喪失者数は１０５人で前年同月比１３．９％減、うち事業主都合による解雇者は６人と対前年同月比６
４．７％減となり、解雇者の占める割合は前年同月より８．２ポイント下回る５．７％となった。 

雇用保険受給者実人員は１９８人となり、前年同月比１８．９％減となった。 
  

職業紹介関係主要指標 
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 平成 27 年 11 月 平成 27 年 10 月 平成 26 年 11 月 対前月比 対前年同月比 
１ 新規求職申込件数 200 234 218 ▲ 14.5% ▲ 8.3% 
２ 月間有効求職者数 861 856 943 ＋0.6% ▲ 8.7% 
３ 新規求人数 497 573 456 ▲ 13.3% +9.0% 
４ 月間有効求人数 1513 1497 1419 ＋1.1% +6.6% 
５ 紹介件数 218 310 275 ▲ 29.7% ▲ 20.7% 
６ 就職件数 96 100 102 ▲ 4.0% ▲ 5.9% 
７ 充足数 88 85 97 ＋3.5% ▲ 9.3% 
８ 新規求人倍率（3/1） 2.49 倍 2.45 倍 2.09 倍 ＋0.04P ＋0.40P 
９ 有効求人倍率（4/2） 1.76 倍 1.75 倍 1.50 倍 ＋0.01P +0.26P 

１０ 就職率（6/1×100） 48.0% 42.7% 46.8% ＋5.3P ＋1.2P 
１１ 充足率（7/3×100） 17.7% 14.8% 21.3% +2.9P ▲ 3.6P 


